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(57)【要約】
【解決手段】透光部と、露光光を露光に寄与しない程度
に遮光する遮光部と、露光光に対し、透光部の透過率よ
り低く、遮光部の透過率より高い透過率を有し、露光に
寄与する透過率を有する半透光部とを有するグレートー
ンマスクを、透明基板上に、半透光膜、半透光膜の反射
率を調整する反射防止膜である第一反射防止膜、及び遮
光膜を備え、これらの膜が、上記透明基板側から、半透
光膜、第一反射防止膜、遮光膜の順に形成されてなるグ
レートーンマスクブランクを素材とし、半透光部と遮光
部とを、各々、半透光膜及び第一反射防止膜を含み、遮
光膜を含まない半透光部と、半透光膜、第一反射防止膜
及び遮光膜を含む遮光部とで構成する。
【効果】半透光膜の上に半透光膜の反射率を調整する反
射防止膜を形成することによってパターン形成後の半透
光部の反射率を低減することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、露光に寄与する透過
率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクの素材となるグレートーンマスクブラ
ンクであって、
透明基板上に、半透光膜、半透光膜の反射率を調整する反射防止膜である第一反射防止膜
、及び遮光膜を備え、これらの膜が、上記透明基板側から、半透光膜、第一反射防止膜、
遮光膜の順に形成されてなることを特徴とするグレートーンマスクブランク。
【請求項２】
　上記第一反射防止膜と上記遮光膜とのエッチング特性が異なることを特徴とする請求項
１記載のグレートーンマスクブランク。
【請求項３】
　上記第一反射防止膜と上記半透光膜とのエッチング特性が同じであることを特徴とする
請求項２記載のグレートーンマスクブランク。
【請求項４】
　上記第一反射防止膜と上記半透光膜とのエッチング特性が異なることを特徴とする請求
項２記載のグレートーンマスクブランク。
【請求項５】
　上記第一反射防止膜がフッ素を含むエッチングガスによってドライエッチングされ、か
つ塩素と酸素を含むエッチングガスには耐性を有し、上記遮光膜がフッ素を含むエッチン
グガスによるドライエッチングに耐性を有し、かつ塩素と酸素を含むエッチングガスでエ
ッチングされることを特徴とする請求項２記載のグレートーンマスクブランク。
【請求項６】
　上記遮光膜がフッ素を含むエッチングガスによってドライエッチングされ、かつ塩素と
酸素を含むエッチングガスには耐性を有し、上記第一反射防止膜がフッ素を含むエッチン
グガスによるドライエッチングに耐性を有し、かつ塩素と酸素を含むエッチングガスでエ
ッチングされることを特徴とする請求項２記載のグレートーンマスクブランク。
【請求項７】
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、露光に寄与する透過
率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクであって、
半透光膜、及び半透光膜の反射率を調整する反射防止膜である第一反射防止膜を含み、遮
光膜を含まない半透光部と、半透光膜、半透光膜の反射率を調整する反射防止膜である第
一反射防止膜、及び遮光膜を含む遮光部とを備えることを特徴とするグレートーンマスク
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路等の製造などに用いられるフォトマスク（グレートーンマス
ク）の素材となるフォトマスクブランク（グレートーンマスクブランク）、特にＦＰＤ（
フラットパネルディスプレイ）用として好適なグレートーンマスクの素材となるグレート
ーンマスクブランク及びグレートーンマスクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＴＦＴ液晶表示装置の製造において、製造工程を簡略化するためにグレートーン
マスクが用いられている。通常のフォトマスクは、透光部と遮光部とからなり、マスクを
透過する露光光の強度は実質的に遮光及び透光の２値であるが、グレートーンマスクは、
透光部と半透光部と遮光部とからなり、各々の部分から透過する露光光の強度を変え、遮
光、半透光及び透光の３値となっている。グレートーンマスクを用いた露光は、通常のフ
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ォトマスク２枚分の工程を、グレートーンマスクを用いて１枚のフォトマスクで行うもの
である。
【０００３】
　このようなグレートーンマスクの製造方法の１つとして、遮光膜としてクロム化合物を
用い、半透光部は遮光膜を部分的にエッチングして厚みを低減して、所定の透過率が得ら
れるようにしたものが提案されている（特許文献１：特開平７－４９４１０号公報）。
【０００４】
　しかし、このように部分的にエッチングする方法では、半透光部をフォトマスク全面に
亘って均一にエッチングすることが難しいため、遮光膜と半透光膜との２層構造とし、そ
れぞれに選択的エッチング可能な材料を用いたフォトマスクブランクを使用する方法が提
案されている。このようなものとしては、遮光膜にＣｒ、半透光膜にＭｏＳｉを用い、遮
光膜のＣｒのパターニングには、塩素系ガスを用いたドライエッチング、又は硝酸第二セ
リウムと過塩素酸の混合溶液を用いたウエットエッチングを行い、ＭｏＳｉのエッチング
には、フッ素系ガスを用いる方法が開示されている（特許文献２：特開２００５－３７９
３３号公報）。
【０００５】
【特許文献１】特開平７－４９４１０号公報
【特許文献２】特開２００５－３７９３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　半透光膜と遮光膜とを有するグレートーンマスクでは、反射率を低減するためには軽元
素を添加する方法があるが、軽元素を添加して反射率が低減すると、膜の単位厚さ当たり
の遮光性が低下するため、半透光膜の反射率を十分低くするために、膜厚を厚くしなけれ
ばならないという問題がある。膜厚が増大すると、膜の加工性が低下してしまう。
【０００７】
　また、半透光膜は、通常、露光光の位相をシフトする作用を有するため、膜厚が厚くな
ると、位相のシフト量が大きくなる。この位相のシフト量が大きくなると、半透光部と透
光部とをそれぞれ通った光が干渉して、半透光部と透光部の境界に光の干渉によって、透
過率の低い部分が形成されてしまうという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、半透光部の膜厚を厚くする
ことなく、半透光部に必要な透過率と反射率とが確保されたグレートーンマスク、及びそ
の素材となるグレートーンマスクブランクを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、上記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、透光部と、露光光を露光
に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、透光部の透過率より低く、遮光部
の透過率より高い透過率を有し、露光に寄与する透過率を有する半透光部とを有するグレ
ートーンマスクを、透明基板上に、半透光膜、この半透光膜の反射率を調整する反射防止
膜である第一反射防止膜、及び遮光膜を備え、これらの膜が、上記透明基板側から、半透
光膜、第一反射防止膜、遮光膜の順に形成されてなるグレートーンマスクブランクを素材
とし、半透光部と遮光部とを、各々、半透光膜、及び半透光膜の反射率を調整する反射防
止膜である第一反射防止膜を含み、遮光膜を含まない半透光部と、半透光膜、半透光膜の
反射率を調整する反射防止膜である第一反射防止膜、及び遮光膜を含む遮光部とで構成す
ることにより、半透光部の膜厚を厚くすることなく、半透光部に必要な透過率と反射率と
が確保されたグレートーンマスクとなり、更に、膜厚が低減されることによって、半透光
部と透光部の境界の光の干渉による、透過率の低下を防ぐことができることを見出し、本
発明をなすに至った。
【００１０】
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　即ち、本発明は、下記グレートーンマスクブランク及びグレートーンマスクを提供する
。
請求項１：
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、露光に寄与する透過
率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクの素材となるグレートーンマスクブラ
ンクであって、
透明基板上に、半透光膜、半透光膜の反射率を調整する反射防止膜である第一反射防止膜
、及び遮光膜を備え、これらの膜が、上記透明基板側から、半透光膜、第一反射防止膜、
遮光膜の順に形成されてなることを特徴とするグレートーンマスクブランク。
請求項２：
　上記第一反射防止膜と上記遮光膜とのエッチング特性が異なることを特徴とする請求項
１記載のグレートーンマスクブランク。
請求項３：
　上記第一反射防止膜と上記半透光膜とのエッチング特性が同じであることを特徴とする
請求項２記載のグレートーンマスクブランク。
請求項４：
　上記第一反射防止膜と上記半透光膜とのエッチング特性が異なることを特徴とする請求
項２記載のグレートーンマスクブランク。
請求項５：
　上記第一反射防止膜がフッ素を含むエッチングガスによってドライエッチングされ、か
つ塩素と酸素を含むエッチングガスには耐性を有し、上記遮光膜がフッ素を含むエッチン
グガスによるドライエッチングに耐性を有し、かつ塩素と酸素を含むエッチングガスでエ
ッチングされることを特徴とする請求項２記載のグレートーンマスクブランク。
請求項６：
　上記遮光膜がフッ素を含むエッチングガスによってドライエッチングされ、かつ塩素と
酸素を含むエッチングガスには耐性を有し、上記第一反射防止膜がフッ素を含むエッチン
グガスによるドライエッチングに耐性を有し、かつ塩素と酸素を含むエッチングガスでエ
ッチングされることを特徴とする請求項２記載のグレートーンマスクブランク。
請求項７：
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、露光に寄与する透過
率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクであって、
半透光膜、及び半透光膜の反射率を調整する反射防止膜である第一反射防止膜を含み、遮
光膜を含まない半透光部と、半透光膜、半透光膜の反射率を調整する反射防止膜である第
一反射防止膜、及び遮光膜を含む遮光部とを備えることを特徴とするグレートーンマスク
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、半透光膜の上に半透光膜の反射率を調整する反射防止膜を形成するこ
とによってパターン形成後の半透光部の反射率を低減することができる。
【００１２】
　更に、半透光膜の反射率を調整する反射防止膜と、半透光膜の反射率を調整する反射防
止膜上に形成された遮光膜とのエッチング特性を異なるものとすることによって、加工を
容易にするだけでなく、半透光膜の透過率の制御性を改善することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明について更に詳しく説明する。
　本発明のグレートーンマスクブランクは、石英基板等の透明基板上に、半透光膜と遮光
膜とを有し、これらは、例えば、図１に示されるように、透明基板１側から半透光膜２、
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半透光膜の反射率を調整する反射防止膜（第一反射防止膜）３、遮光膜４の順に形成され
る。半透光膜２、第一反射防止膜は、グレートーンマスクの半透光部を形成するための膜
、遮光膜３は、グレートーンマスクの遮光部を形成するための膜であり、このようなグレ
ートーンマスクブランクを素材としてグレートーンマスクを作製した後は、半透光膜２、
半透光膜の反射率を調整する反射防止膜（第一反射防止膜）３及び遮光膜４は、図２に示
されるように、グレートーンマスクの半透光部（この場合、半透光膜及び第一反射防止膜
を含み、遮光膜を含まない）２１、遮光部（この場合、半透光膜、第一反射防止膜及び遮
光膜を含む）４１となり、また、両者が除去された部分は透光部１１となる。
【００１４】
　本発明のグレートーンマスクは、透光部と半透光部と遮光部とを有する。透光部は、通
常は、透明基板が表出した部分で、露光に寄与する透過率を有する。また、遮光部は、露
光光を露光に寄与しない程度に遮光する機能を有する。一方、半透光部は、露光光に対し
、透光部の透過率より低く、遮光部の透過率より高い透過率を有し、かつ露光に寄与する
透過率を有する。また、グレートーンマスクブランク上に形成される半透光膜、半透光膜
の反射率を調整する反射防止膜（第一反射防止膜）及び遮光膜は、遮光膜が、露光光を露
光に寄与しない程度に遮光する機能を有し、半透光膜及び第一反射防止膜が、それら全体
で、露光光に対し、透明基板の透過率より低く、遮光膜の透過率より高い透過率を有し、
かつ露光に寄与する透過率を有する。
【００１５】
　本発明のグレートーンマスクブランクは、透明基板上に、半透光膜、半透光膜の反射率
を調整する反射防止膜（第一反射防止膜）及び遮光膜を備え、これらの膜が、上記透明基
板側から、半透光膜、第一反射防止膜、遮光膜の順に形成されている。このような構成と
することによって、遮光膜のみをエッチングしたときに反射防止膜を膜の最表面層とする
ことによって、反射率が低減できる。
【００１６】
　膜そのものの反射率を低減するためには、一般に酸素や窒素などを添加することでも反
射率はある程度低減できるが、反射率の低減効果が十分でないだけでなく、光の遮光特性
が低くなるために、所定の透過率を得るための膜厚が厚くなるという問題がある。また、
半透光膜の膜厚が厚くなると透光部との位相差が大きくなり、透光部と半透光部の境界に
半透光部分よりも透過率の低い部分が形成され、設計と遮光性の異なる部分が形成される
という問題もある。
【００１７】
　これに対し、本発明では、半透光膜の上に反射防止膜を形成することによって、半透光
機能を担わせる部分の膜厚を薄くして、加工性を改善するだけでなく、透光部と半透光部
との位相差を小さくすることによって、正確にパターンを形成することができるようにな
る。更に、反射防止膜と半透光膜の各々の膜がないときと比べて片方の膜を、位相を進む
ようにし、他方を遅れるようにして、更に半透光部と透光部の位相差を小さくすることに
よって、更に半透光部と透光部の境界の透過率の低下を低減することもできる。
【００１８】
　また、半透光膜が遮光膜よりも基板側にあることによって、全ての膜を成膜したグレー
トーンマスクブランクをパターニングして（膜のパターニング後に更に膜を成膜する工程
を設けることなく）グレートーンマスクを作製することができる。
【００１９】
　半透光膜の反射率を調整する反射防止膜（以下、第一反射防止膜という）は、遮光膜と
エッチング特性が異なっていた方が、遮光膜だけを制御よくエッチングで取り除くことが
でき好ましい。第一反射防止膜と遮光膜とのエッチング特性が同じだと、精度よく遮光膜
だけをエッチングすることが難しく、遮光膜をエッチングする際に第一反射防止膜もエッ
チングされてしまったり、遮光膜が部分的に残ったりして、半透光部の透過率の面内や基
板間のばらつきを生じる原因になるおそれがある。更に、第一反射防止膜を遮光膜とエッ
チング特性が異なるようにすると、面内の反射率分布を一定にしやすいという利点もある
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。
【００２０】
　また、第一反射防止膜と半透光膜のエッチング特性は、同じにしても、異なるものとし
てもよい。第一反射防止膜と半透光膜とのエッチング特性を同じにすると、第一反射防止
膜と半透光膜を同時にエッチングすることが可能となり、マスク製造工程を簡略化できる
。
【００２１】
　一方、第一反射防止膜と半透光膜とのエッチング特性を異なるようにすると、第一反射
防止膜は、半透光膜のエッチングマスクとして機能させることができ、制御よく半透光膜
を加工することができる。第一反射防止膜を用いずに、遮光膜をエッチングマスクとして
機能させることもできるが、遮光膜を所定の透過率（遮光度）が得られるようにしようと
すると、膜厚を厚くする必要があるため、エッチングマスクとして用いても加工精度を十
分に上げにくい。第一反射防止膜をエッチングマスクとして機能させることによって半透
光膜の加工精度を効果的に上げることができる。
【００２２】
　第一反射防止膜と遮光膜のエッチング特性を異なるようにするには、例えば、ＣＦ4、
ＳＦ6などのフッ素を含むフッ素系エッチングガスによってドライエッチングされ、塩素
ガスと酸素ガスの混合ガスのような塩素と酸素を含む塩素酸素系エッチングガスには耐性
を有する膜と、上記フッ素系エッチングガスによるドライエッチングに耐性を有し、上記
塩素酸素系エッチングガスでエッチングされる膜の組み合わせにすればよい。
【００２３】
　具体的には、例えば、第一反射防止膜がフッ素系エッチングガスによってドライエッチ
ングされ、塩素酸素系エッチングガスには耐性を有し、遮光膜がフッ素系エッチングガス
によるドライエッチングに耐性を有し、塩素酸素系エッチングガスでエッチングされるよ
うにすることができる。
【００２４】
　第一反射防止膜と遮光膜のエッチング特性が異なる場合、遮光膜パターンをマスクにし
て、第一反射防止膜をパターニングすることができるが、このとき、第一反射防止膜と半
透光膜とのエッチング特性が同じ場合、例えば、半透光膜がフッ素系エッチングガスによ
ってドライエッチングされ、塩素酸素系エッチングガスには耐性を有する場合は、第一反
射防止膜を、レジストをマスクとしてエッチングするときと同じフッ素系エッチングガス
で、半透光膜をエッチングすることができる。また、レジストの目減り量が少ないため、
薄いレジスト膜で、精度よくエッチングすることができる。
【００２５】
　一方、第一反射防止膜と半透光膜のエッチング特性が異なる場合、例えば、半透光膜が
フッ素系エッチングガスによるドライエッチングに耐性を有し、塩素酸素系エッチングガ
スでエッチングされる場合は、第一反射防止膜をエッチングマスクとして半透光膜をパタ
ーン形成することができる。遮光膜と半透光膜のエッチング特性が同じときは、半透光膜
のエッチングと、半透光部とする部分に残っている遮光膜とを同時に除去することが可能
であるため、グレートーンマスク製造工程を簡略化できるという利点がある。更に、半透
光膜を塩素酸素系エッチングガスでエッチングできる場合は、基板が粗面化しにくいとい
う利点がある。
【００２６】
　また、遮光膜がフッ素系エッチングガスによってドライエッチングされ、塩素酸素系エ
ッチングガスには耐性を有し、第一反射防止膜がフッ素系エッチングガスによるドライエ
ッチングに耐性を有し、塩素酸素系エッチングガスでエッチングされるようにしてもよい
。
【００２７】
　このような構成とした場合、遮光膜をパターニングするときに、レジストをマスクとし
てエッチングを行うが、レジストの膜減りを低減することができ、薄いレジスト膜でパタ
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ーン形成でき、粗密依存性も少ない良好な遮光膜パターンを精度よく形成することができ
る。第一反射防止膜と遮光膜のエッチング特性が異なる場合、遮光膜パターンをマスクに
して、第一反射防止膜をパターニングすることができるが、第一反射防止膜と半透光膜と
のエッチング特性が同じ場合、例えば、半透光膜がフッ素系エッチングガスによるドライ
エッチングに耐性を有し、塩素酸素系エッチングガスでエッチングされる場合、第一反射
防止膜と同時に半透光膜をエッチングしてパターンを形成でき、その後に、半透光部とな
る部分のマスクとして用いた遮光膜のみを除去することで、パターンが形成できる。特に
、遮光膜が塩素酸素系エッチングガスでエッチングされるときは、基板がエッチングされ
にくく、基板表面の荒れや白濁を防止することができる。
【００２８】
　一方、第一反射防止膜と半透光膜のエッチング特性が異なる場合、例えば、半透光膜が
フッ素系エッチングガスによってドライエッチングされ、塩素酸素系エッチングガスには
耐性を有する場合は、第一反射防止膜をエッチングマスクとして半透光膜をパターン形成
することができる。遮光膜と半透光膜のエッチング特性が同じときは、半透光膜のエッチ
ングと、半透光部とする部分に残っている遮光膜とを同時に除去することが可能であるた
め、グレートーンマスク製造工程を簡略化できるという利点がある。
【００２９】
　膜の具体的な材質として、フッ素系のエッチングガスでドライエッチングでき、塩素酸
素系のエッチングガスではエッチングされないものとしては、シリコン、シリコン化合物
を用いることによって、このようなエッチング特性を満たすことができる。シリコン化合
物としては、シリコンと遷移金属とを少なくとも含むものが好ましく、例えば、遷移金属
とシリコンとを、ＭｏＳｉ、ＴａＳｉ、ＺｒＳｉ、ＷＳｉ等とし、更に、酸素、窒素、炭
素等の軽元素を含有するものが好ましい。膜の透過率（遮光性）は、膜厚や、組成、例え
ば、軽元素、特に酸素や窒素の量を変えることで調整できる。
【００３０】
　このようなものとして具体的には、例えば、ＭｏＳｉＮ、ＭｏＳｉＯＮ、ＭｏＳｉＯ、
ＴａＳｉＯＮ、ＴａＳｉＮ、ＴａＳｉＯ、ＺｒＳｉＯＮ、ＺｒＳｉＮ、ＺｒＳｉＯ、ＷＳ
ｉＯＮ、ＷＳｉＮ、ＷＳｉＯなどが挙げられる。なかでもＭｏＳｉＯＮ、ＭｏＳｉＮは、
フッ素系のドライエッチングで特にエッチングしやすく、塩素酸素系のドライエッチング
で耐性が良好であり好ましい。膜の構成元素の組成比は、例えば、遷移金属は０原子％以
上７０原子％以下、特に０原子％を超えて３０原子％以下、シリコンは２０原子％以上１
００原子％以下、特に４０原子％以上１００原子％未満、酸素は０原子％以上７０原子％
以下、特に０原子％を超えて６０原子％以下、窒素は０原子％以上６０原子％、特に０原
子％を超えて５０原子％以下とすればよい。
【００３１】
　また、塩素酸素系のエッチングガスでエッチングでき、フッ素系のエッチングガスでエ
ッチングされないものとしては、クロムを含むもの（クロム又はクロム化合物）を用いる
ことによって特性を満たすことができる。クロム化合物としては、クロムと、酸素、窒素
、炭素等の軽元素とを含有するもの、とりわけシリコンを含まないものが好ましい。膜の
透過率（遮光性）は、膜厚や、組成、例えば、軽元素、特に酸素や窒素の量を変えること
で調整できる。
【００３２】
　このようなものとして具体的には、例えば、ＣｒＣ、ＣｒＣＮ、ＣｒＣＯ、ＣｒＣＯＮ
、ＣｒＮ、ＣｒＯＮ、ＣｒＯなどが挙げられる。膜の構成元素の組成比は、例えば、クロ
ムは０原子％を超えて１００原子％以下、特に２０原子％以上１００原子％以下、炭素は
０原子％以上３０原子％以下、特に０原子％を超えて２０原子％以下、酸素は０原子％以
上６０原子％以下、特に０原子％を超えて５０原子％以下、窒素は０原子％以上５０原子
％、特に０原子％を超えて４０原子％以下とすればよい。
【００３３】
　膜の構成として更に具体的には、半透光膜としてＭｏＳｉＮ、第一反射防止膜としてＭ
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ｏＳｉＮ、遮光膜としてＣｒＮ、また、半透光膜としてＣｒＮ、第一反射防止膜としてＭ
ｏＳｉＮ、遮光膜としてＣｒＮなどを組合せればよいが、これらに限定されるものではな
い。
【００３４】
　半透光膜、遮光膜は、いずれか又は両方が単層でも多層でもよく、また、組成が膜厚方
向に異なる構成としてもよく、光学特性が所定の特性を満たすように調整してもよい。
【００３５】
　これら半透光膜と遮光膜の成膜方法は、特に制限はないが、スパッタ法を用いると膜材
質の制約が少なく、均一な膜を得ることができる。スパッタ法では、膜を構成する遷移金
属（例えば、Ｍｏ、Ｔａ、Ｚｒ、Ｗ）及び／又はシリコンを含むターゲット、或いはクロ
ムターゲットなどを用い、所定の光学特性が得られるように、膜を構成する軽元素に応じ
て、酸素を含むガス、窒素を含むガス、炭素を含むガスなどの反応性ガスの量や成膜条件
（例えば、ターゲットの構成、ターゲットへの印加電量等）などを調整すればよい。
【００３６】
　半透光部の透過率は、遮光部と透光部の間、即ち、透光部の透過率より低く、遮光部の
透過率より高いものであり、これは得られるマスクの使用方法によって調整されるもので
あるが、通常、半透光膜と第一反射防止膜とを合わせて、例えば
１０～８０％、より一般的には１５～６０％とされる。
【００３７】
　また、遮光部の透過率は、露光光を露光に寄与しない程度に遮光するものであることか
ら、半透光膜、第一反射防止膜及び遮光膜を合わせて、例えば、光学濃度で２以上、好ま
しくは３以上あればよい。
【００３８】
　更に、透過率調整は半透光膜が主として行うようにし、反射率の低減は第一反射防止膜
で行うようにすることにより、膜の設計が容易となり、膜厚の低減効果も大きいため、第
一反射防止膜の光学濃度は半透光膜よりも小さい方が好ましい。
【００３９】
　各々の膜の膜厚としては、上記光学特性を満たすように調整すればよく、例えば、半透
光膜は３～１００ｎｍ、特に３～８０ｎｍ、第一反射防止膜は５～３０ｎｍ、特に５～２
０ｎｍ、遮光膜は４０～２００ｎｍとすればよい。
【００４０】
　露光光には特に制限はないが、３５０ｎｍ以上５００ｎｍ未満の間にピーク波長を有す
る光が好ましく、特に、４３６ｎｍ（ｇ線）、４０５ｎｍ（ｈ線）及び３６５ｎｍ（ｉ線
）から選ばれる少なくとも１つの波長をピーク波長として有する光が好ましい。また、露
光光は、単一波長の光（レーザ光等のコヒーレントな光）であっても、波長幅を有する光
（スペクトルを有する光）であってもよい。
【００４１】
　基板については、上記露光光に対しい透明であればよく、合成石英や、ソーダ硝子など
でよいが、合成石英が、熱膨張が小さいために好ましい。
【００４２】
　更に、遮光膜の上に、更に第二反射防止膜を形成すると、遮光膜の反射率を低減するこ
とができるため好ましい。第二反射防止膜を設ける場合、第二反射防止膜は、遮光膜とエ
ッチング特性が同じであることが好ましい。具体的には、遮光膜と第二反射防止膜が共に
、フッ素を含むエッチングガスによってドライエッチングされ、かつ塩素と酸素を含むエ
ッチングガスには耐性を有するもの、又は遮光膜と第二反射防止膜が共に、フッ素を含む
エッチングガスによるドライエッチングに耐性を有し、かつ塩素と酸素を含むエッチング
ガスでエッチングされるものが好ましい。
【００４３】
　また、半透光膜と基板との間に更に別の反射防止膜、密着性改善膜、表面粗さを改善す
るための下地層などを形成してもよい。
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【００４４】
　グレートーンマスクは、公知のリソグラフィーの手法によって、グレートーンマスクブ
ランクから製造することができる。具体的には、下記方法が挙げられる。
【００４５】
　（製造方法１）　半透光膜と第一反射防止膜のエッチング特性が同じ場合
　例えば、石英基板の上に半透光膜、第一反射防止膜、遮光膜、第二反射防止膜の順に形
成され、半透光膜と第一反射防止膜とはエッチング特性が同じ膜、遮光膜と第二反射防止
膜とは同じエッチング特性の膜、第一反射防止膜と遮光膜とはエッチング特性が異なる膜
として形成されたグレートーンマスクブランクを用いる。
【００４６】
　基板とこの直上に形成される膜、例えば半透光膜のエッチング特性は同じでも異なって
いてもよいが、異なっていた方が、基板を過剰に掘り込まなくてすみ、半透光部と透光部
を透過した光の位相差が大きくならないため好ましい。
【００４７】
　まず、第二反射防止膜の上にレジストを塗布する。レジストはネガ型でもポジ型でもよ
い。ポジ型レジストを用いた場合、透光部とする部分の描画（露光）、現像を行い、レジ
ストパターンを形成する。次に、レジストパターンをマスクとして、第一反射防止膜には
エッチング耐性があり、遮光膜と第二反射防止膜をエッチングするエッチング条件でドラ
イエッチングする。エッチングはウエットエッチングでもよい。このとき、第一反射防止
膜はエッチングストッパとして機能するため、制御よくエッチングされる。次に、レジス
トパターンと反射防止膜、遮光膜のパターンをマスクとして、第二反射防止膜及び遮光膜
にはエッチング耐性があり、第一反射防止膜と半透光膜がエッチングされるエッチャント
を用いて、第一反射防止膜と半透光膜をエッチングし、透光部を形成する。ここではレジ
ストパターンと第二反射防止膜、遮光膜のパターンをエッチングマスクとしたが、レジス
トを除去、洗浄して、第二反射防止膜、遮光膜のパターンをエッチングマスクとしてエッ
チングしてもよい。
【００４８】
　上記エッチング中に、レジストが消滅するようにレジストの膜厚を設定した場合は、エ
ッチング後にレジストの除去をおこなう必要がなくなり好ましい。上記エッチング後にレ
ジストが残存している場合はレジストを除去し、洗浄した後に、再度レジストを塗布する
。レジストはポジ型でもネガ型でもよいが、ポジ型の場合は、半透光部とする部分の描画
（露光）、現像を行い、レジストパターンを形成する。次に、レジストパターンをマスク
として、第一反射防止膜にはエッチング耐性があり、遮光膜と第二反射防止膜とをエッチ
ングするドライ又はウエットエッチングで、第二反射防止膜と遮光膜をエッチングし、半
透光部とする部分を形成する。その後にレジストを除去し、グレートーンマスクが完成す
る。
【００４９】
　より具体的には、例えば、以下の方法が採用できる。
　石英基板の上に半透光膜、第一反射防止膜、遮光膜及び第二反射防止膜が順に形成され
、半透光膜及び第一反射防止膜が、フッ素を含むエッチングガスによってドライエッチン
グされ、かつ塩素と酸素を含むエッチングガスには耐性を有する膜、遮光膜及び第二反射
防止膜が、フッ素を含むエッチングガスによるドライエッチングに耐性を有し、かつ塩素
と酸素を含むエッチングガスでエッチングされる膜である場合、まず、第二反射防止膜の
上にポジ型レジストを塗布し、透光部とする部分の描画（露光）、現像を行い、レジスト
パターンを形成する。次に、レジストパターンをマスクとして、塩素ガスと酸素ガスの混
合ガスで第二反射防止膜と遮光膜とをエッチングする。このとき、第一反射防止膜はエッ
チングストッパとして機能する。次に、レジストパターンと第二反射防止膜、遮光膜のパ
ターンをマスクとして、フッ素系ガスであるＳＦ6を用いて、第一反射防止膜と半透光膜
をエッチングし、透光部を形成する。次にレジストを除去し、洗浄した後に、再度レジス
トを塗布して、半透光部とする部分の描画（露光）、現像を行い、レジストパターンを形
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成する。次に、レジストパターンをマスクとして、塩素ガスと酸素ガスの混合ガスで第二
反射防止膜と遮光膜をエッチングし、半透光部とする部分を形成する。その後にレジスト
を除去して、グレートーンマスクが完成する。
【００５０】
　（製造方法２）　半透光膜が第一反射防止膜のエッチング特性が異なり、遮光膜と同じ
場合
　例えば、石英基板の上に半透光膜、第一反射防止膜、遮光膜、第二反射防止膜の順に形
成され、半透光膜と遮光膜と第二反射防止膜は同じエッチング特性の膜、第一反射防止膜
だけが、半透光膜、遮光膜及び第二反射防止膜とエッチング特性が異なる膜として形成さ
れたグレートーンマスクブランクを用いる。
【００５１】
　基板とこの直上に形成される膜、例えば半透光膜のエッチング特性は同じでも異なって
いてもよいが、異なっていた方が、基板を過剰に掘り込まなくてすみ、半透光部と透光部
を透過した光の位相差が大きくならないため好ましい。
【００５２】
　まず、第二反射防止膜の上にレジストを塗布する。レジストはネガ型でもポジ型でもよ
い。ポジ型レジストを用いた場合、透光部とする部分の描画（露光）、現像を行い、レジ
ストパターンを形成する。次に、レジストパターンをマスクとして、第一反射防止膜には
エッチング耐性があり、遮光膜と第二反射防止膜をエッチングするエッチング条件でドラ
イエッチングする。エッチングはウエットエッチングでもよい。このとき、第一反射防止
膜はエッチングストッパとして機能するため、制御よくエッチングされる。次に、レジス
トパターンと第二反射防止膜、遮光膜のパターンをマスクとして、第二反射防止膜及び遮
光膜にはエッチング耐性があり、第一反射防止膜がエッチングされるエッチャントを用い
て、第一反射防止膜をエッチングし、透光部とする部分を形成する。ここではレジストパ
ターンと第二反射防止膜、遮光膜のパターンをエッチングマスクとしたが、レジストを除
去、洗浄して、第二反射防止膜、遮光膜のパターンをエッチングマスクとしてエッチング
してもよい。
【００５３】
　上記エッチング中に、レジストが消滅するようにレジストの膜厚を設定した場合は、エ
ッチング後にレジストの除去をおこなう必要がなくなり好ましい。上記エッチング後にレ
ジストが残存している場合はレジストを除去し、洗浄した後に、再度レジストを塗布する
。レジストはポジ型でもネガ型でもよいが、ポジ型の場合は半透光部とする部分と透光部
とする部分の描画（露光）、現像を行い、レジストパターンを形成する。次に、第一反射
防止膜はエッチング耐性があり、遮光膜と第二反射防止膜と半透光膜をエッチングするド
ライ又はウエットエッチングで、レジストパターンをエッチングマスクとして第二反射防
止膜と遮光膜をエッチングし、同時に第一反射防止膜のパターンをエッチングマスクにし
て、半透光膜をエッチングして、半透光部とする部分を形成する。その後にレジストを除
去し、グレートーンマスクが完成する。
【００５４】
　より具体的には、例えば、以下の方法が採用できる。
　石英基板の上に半透光膜、第一反射防止膜、遮光膜及び第二反射防止膜が順に形成され
、第一反射防止膜が、フッ素を含むエッチングガスによってドライエッチングされ、かつ
塩素と酸素を含むエッチングガスには耐性を有する膜、半透光膜、遮光膜及び第二反射防
止膜が、フッ素を含むエッチングガスによるドライエッチングに耐性を有し、かつ塩素と
酸素を含むエッチングガスでエッチングされる膜である場合、まず、第二反射防止膜の上
にポジ型レジストを塗布し、透光部とする部分の描画（露光）、現像を行い、レジストパ
ターンを形成する。次に、レジストパターンをマスクとして、塩素ガスと酸素ガスの混合
ガスで第二反射防止膜と遮光膜をエッチングする。このとき、第一反射防止膜はエッチン
グストッパとして機能する。次に、レジストパターンと第二反射防止膜、遮光膜のパター
ンをマスクとして、フッ素系ガスであるＳＦ6を用いて、第一反射防止膜をエッチングし
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、透光部とする部分を形成する。次にレジストを除去し、洗浄した後に、再度レジストを
塗布して、半透光部とする部分及び透光部とする部分の描画（露光）、現像を行い、レジ
ストパターンを形成する。次に、レジストパターンをマスクとして、塩素ガスと酸素ガス
の混合ガスで第二反射防止膜と遮光膜をエッチングし、半透光部とする部分を形成すると
同時に、第一反射防止膜のパターンをエッチングマスクにして、半透光膜をエッチングす
る。その後にレジストを除去して、グレートーンマスクが完成する。
【００５５】
　なお、上記グレートーンマスクの製造方法の例では、第二反射防止膜を有するものの場
合を示したが、第二反射防止膜を形成していないグレートーンマスクブランクからグレー
トーンマスクを製造する場合は、第二反射防止膜及び遮光膜のエッチングを、遮光膜のエ
ッチングとし、第二反射防止膜及び遮光膜のパターンをエッチングマスクとして利用する
代わりに、遮光膜のパターンのエッチングマスクとして利用すればよい。
【実施例】
【００５６】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例
に制限されるものではない。
【００５７】
　　［実施例１］
　石英基板の上にスパッタ法で、Ａｒ（２０ｓｃｃｍ）、Ｎ2（５ｓｃｃｍ）を真空チャ
ンバーに流し、ＭｏＳｉターゲットとＳｉターゲットを用いて、半透光膜としてＭｏＳｉ
Ｎ膜を膜厚１５ｎｍとして形成した。
【００５８】
　次に、この半透光膜上にスパッタ法で、Ａｒ（５ｓｃｃｍ）、Ｎ2（５０ｓｃｃｍ）、
Ｏ2（２ｓｃｃｍ）を真空チャンバーに流し、ＭｏＳｉターゲットとＳｉターゲットを用
いて、第一反射防止膜としてＭｏＳｉＯＮ膜を膜厚３１ｎｍとして形成した。第一反射防
止膜を形成した段階での透過率は、波長３６５ｎｍにおいて２０％、第一反射防止膜側か
らの反射率は、波長３６５ｎｍにおいて１５％であった。
【００５９】
　次に、この第一反射防止膜上にスパッタ法で、Ａｒ（２０ｓｃｃｍ）、Ｎ2（１ｓｃｃ
ｍ）を真空チャンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、遮光膜としてＣｒＮ膜を膜厚６
０ｎｍとして形成した。
【００６０】
　更に、この遮光膜上にスパッタ法で、Ａｒ（１５ｓｃｃｍ）、Ｎ2Ｏ（１２ｓｃｃｍ）
を真空チャンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、第二反射防止膜として、ＣｒＯＮ膜
を膜厚２０ｎｍとして形成して、グレートーンマスクブランクを得た。
【００６１】
　　［比較例１］
　石英基板の上にスパッタ法で、Ａｒ（５ｓｃｃｍ）、Ｎ2（５０ｓｃｃｍ）、Ｏ2（２ｓ
ｃｃｍ）を真空チャンバーに流し、ＭｏＳｉターゲットとＳｉターゲットを用いて、半透
光膜としてＭｏＳｉＮ膜を膜厚８０ｎｍ形成した。半透光膜を形成した段階での透過率は
、波長３６５ｎｍにおいて２０％、半透光膜側からの反射率は、波長３６５ｎｍにおいて
１５％であった。
【００６２】
　次に、この半透光膜上にスパッタ法で、Ａｒ（２０ｓｃｃｍ）、Ｎ2（１ｓｃｃｍ）を
真空チャンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、遮光膜としてＣｒＮ膜を膜厚６０ｎｍ
として形成した。
【００６３】
　更に、この遮光膜上にスパッタ法で、Ａｒ（１５ｓｃｃｍ）、Ｎ2Ｏ（１２ｓｃｃｍ）
を真空チャンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、反射防止膜として、ＣｒＯＮ膜を膜
厚２０ｎｍとして形成して、グレートーンマスクブランクを得た。
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【００６４】
　上記例で得られたグレートーンマスクブランクは、各々の膜を、フォトリソグラフィー
の手法によりエッチングして、透光部、半透光部及び遮光部を有するグレートーンマスク
とすることができる。実施例１で得られたグレートーンマスクの半透光部は、膜厚４６ｎ
ｍ（半透光膜１５ｎｍと第一反射防止膜３１ｎｍ）で、透過率が２０％、反射率が１５％
となっているのに対し、同じ透過率と反射率が得られる比較例１で得られたグレートーン
マスクの半透光部は、膜厚８０ｎｍ（半透光膜のみで８０ｎｍ）である。従って、本発明
では、半透光部が薄膜化される。
【００６５】
　　［実施例２］
　石英基板の上にスパッタ法で、Ａｒ（２０ｓｃｃｍ）、Ｎ2（１ｓｃｃｍ）を真空チャ
ンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、半透光膜としてＣｒＮ膜を膜厚１２ｎｍとして
形成した。
【００６６】
　次に、この半透光膜上にスパッタ法で、Ａｒ（５ｓｃｃｍ）、Ｎ2（５０ｓｃｃｍ）を
真空チャンバーに流し、ＭｏＳｉターゲットとＳｉターゲットを用いて、第一反射防止膜
としてＭｏＳｉＮ膜を膜厚１２ｎｍとして形成した。第一反射防止膜を形成した段階での
透過率は、波長３６５ｎｍにおいて２０％、第一反射防止膜側からの反射率は、波長３６
５ｎｍにおいて２６％であった。
【００６７】
　次に、この第一反射防止膜上にスパッタ法で、Ａｒ（２０ｓｃｃｍ）、Ｎ2（１ｓｃｃ
ｍ）を真空チャンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、遮光膜としてＣｒＮ膜を膜厚６
０ｎｍとして形成した。
【００６８】
　更に、この遮光膜上にスパッタ法で、Ａｒ（１５ｓｃｃｍ）、Ｎ2Ｏ（１２ｓｃｃｍ）
を真空チャンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、第二反射防止膜として、ＣｒＯＮ膜
を膜厚２０ｎｍとして形成して、グレートーンマスクブランクを得た。
【００６９】
　　［実施例３］
　石英基板の上にスパッタ法で、Ａｒ（２０ｓｃｃｍ）、Ｎ2（１ｓｃｃｍ）を真空チャ
ンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、半透光膜としてＣｒＮ膜を膜厚１０ｎｍとして
形成した。
【００７０】
　次に、この半透光膜上にスパッタ法で、Ａｒ（１５ｓｃｃｍ）、Ｎ2Ｏ（１２ｓｃｃｍ
）を真空チャンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、第一反射防止膜としてＣｒＯＮ膜
を膜厚１１ｎｍとして形成した。第一反射防止膜を形成した段階での透過率は、波長３６
５ｎｍにおいて２０％、第一反射防止膜側からの反射率は、波長３６５ｎｍにおいて２６
％であった。
【００７１】
　更に、この第一反射防止膜上にスパッタ法で、Ａｒ（２０ｓｃｃｍ）、Ｎ2（５ｓｃｃ
ｍ）を真空チャンバーに流し、ＭｏＳｉターゲットとＳｉターゲットを用いて、ＭｏＳｉ
遮光膜としてＭｏＳｉＮ膜を膜厚６０ｎｍとして形成して、グレートーンマスクブランク
を得た。
【００７２】
　　［比較例２］
　石英基板の上にスパッタ法で、Ａｒ（１５ｓｃｃｍ）、Ｎ2Ｏ（１２ｓｃｃｍ）を真空
チャンバーに流し、Ｃｒターゲットを用いて、半透光膜としてＣｒＮ膜を膜厚４６ｎｍと
して形成した。半透光膜を形成した段階での透過率は、波長３６５ｎｍにおいて２０％、
半透光膜側からの反射率は、波長３６５ｎｍにおいて２８％であった。
【００７３】
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　次に、この半透光膜上にスパッタ法で、Ａｒ（２０ｓｃｃｍ）、Ｎ2（５ｓｃｃｍ）を
真空チャンバーに流し、ＭｏＳｉターゲットとＳｉターゲットを用いて、ＭｏＳｉ遮光膜
としてＭｏＳｉＮ膜を膜厚６０ｎｍとして形成して、グレートーンマスクブランクを得た
。
【００７４】
　上記例で得られたグレートーンマスクブランクは、各々の膜を、フォトリソグラフィー
の手法によりエッチングして、透光部、半透光部及び遮光部を有するグレートーンマスク
とすることができる。実施例２で得られたグレートーンマスクの半透光部は、膜厚２４ｎ
ｍ（半透光膜１２ｎｍと第一反射防止膜１２ｎｍ）で、透過率が２０％、反射率が２６％
、実施例３で得られたグレートーンマスクの半透光部は、膜厚２１ｎｍ（半透光膜１０ｎ
ｍと第一反射防止膜１１ｎｍ）で、透過率が２０％、反射率が２６％となっているのに対
し、比較例２で得られたグレートーンマスクの半透光部は、透過率が２０％となるように
膜厚を合わせると、膜厚４６ｎｍ（半透光膜のみで４６ｎｍ）で、反射率が２８％である
。いずれの場合も、本発明の半透光部が薄膜化され、優位性があることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明のグレートーンマスクブランクの一例を示す断面図である。
【図２】本発明のグレートーンマスクの一例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７６】
１　透明基板
２　半透光膜
３　半透光膜の反射率を調整する反射防止膜（第一反射防止膜）
４　遮光膜
１１　透光部
２１　半透光部
４１　遮光部
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